
前計画　深川市男女共同参画計画（第２次計画中間見直し版）

 具体的な施策の取り組み内容一覧

基本目標
計画の基
本方向

項番 施策 取り組み 再掲 R04事業計画 R0４実施結果 担当所管 ページ

Ⅰ-１-（１） 1
男女共同参画に関する啓発
事業の開催

①「男女共同参画週間」などの多様な機会を通じ、市民、事業所などに理解
が深まるよう、講演会・出前講座などの啓発事業の充実に努めます。

男女共同参画市民フォーラム等の研修会を開催します。〔項番14①再掲〕

○男女共同参画市民フォーラムの開催
・令和4年11月5日　参加者53人
・講演会　「ＳＤＧｓとは？～特にジェンダーの視点から～」
　講師　ＲＣＥ北海道道央圏協議会　事務局長　有坂美紀　氏

企画財政課 P9

Ⅰ-１-（１） 1
男女共同参画に関する啓発
事業の開催

①「男女共同参画週間」などの多様な機会を通じ、市民、事業所などに理解
が深まるよう、講演会・出前講座などの啓発事業の充実に努めます。

平成27年9月施行「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」に係る制度の
周知に努めます。〔項番28①と関連〕

市ホームページに「女性活躍推進法」について掲載し、制度の理解と協力を呼びかけ
ました。

企画財政課 P9

Ⅰ-１-（１） 1
男女共同参画に関する啓発
事業の開催

②男女共同参画への関心を高めるため、関係する図書資料の充実に努めま
す。

図書館展示コーナーを利用して啓発を進めます。
男女共同参画週間期間において図書コーナーを設置
・展示冊数37冊　・貸出し10冊

生涯学習ス
ポーツ課
企画財政課

P9

Ⅰ-１-（１） 2
多様なメディアを活用した広報
啓発

①市民の誰もが男女共同参画についての理解を深められるよう、市ホーム
ページなどの多様なメディアを活用した啓発に努めます。

市ホームページ等の活用を図り、男女共同参画に関係する最新情報を発信します。
市ホームページに男女共同参画に関する部分を設け、男女共同参画推進の意義
や、用語の解説、女性問題や配偶者暴力に関する相談窓口を掲載しました。

企画財政課 P9

Ⅰ-１-（１） 3
男女共同参画事業への市民
参画の促進

①男女共同参画に関する啓発事業などを強化して、市民参加の促進を図る
とともに、市民要望が反映されるよう、市民参画による事業実施を検討しま
す。

男女平等参画推進協議会と連携し、市民ニーズを反映した研修会等の事業運営を
図ります。〔項番1①と関連〕

男女平等参画推進協議会と常に連携を取り合い、男女共同参画市民フォーラムを開
催しました。

企画財政課 P9

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施
①市民、事業所などを対象に男女共同参画に関する意識調査の実施に努め
ます。

深川市男女共同参画計画（第2次計画見直し版）の最終年度となる令和4年度に意識
調査を実施予定

次期計画策定の参考資料とするため、市民1,000人を対象とした意識調査を行いまし
た。

企画財政課 P10

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施
②各種の統計資料の中から、格差や差別など社会問題を反映した情報収集
に努めます。

深川市労働基本調査は次年度実施します。
〔項番4②・項番28③再掲、項番38②･項番38③と関連〕

実施なし。 商工労政課 P10

Ⅰ-１-（２） 4 調査・情報収集の実施 ③市で行われている各種相談業務から実態の把握に努めます。 市で行われている各種相談業務から女性などの問題の実態把握に努めます。
市が行っている心配ごと相談や無料法律相談など、各種相談窓口に寄せられた相談
に対し、適切な対応と実態の把握に努めました。

企画財政課 P10

Ⅰ-１-（２） 5 情報の提供
①男女共同参画に関係する調査、統計などの情報について、市民、団体及
び事業所などへの提供に努めます。

男女共同参画に関係する調査、統計などの情報について、市民、団体及び事業所な
どに提供します。

男女共同参画計画令和３年度実施状況及び令和４年度事業内容、直近の深川市の
審議会・委員会などへの女性登用状況などを市ホームページに掲載しました。

企画財政課 P10

Ⅰ-１-（３） 6
発行・発信されるメディアにお
ける配慮

①事業所、団体などの発行物における人権・男女共同参画への配慮につい
て啓発に努めます。

「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」の活用を図ります。
手引きを市ホームページに登載し、男女共同参画の視点からの広報のあり方につい
て特段の配慮を呼びかけました。

企画財政課 P10

Ⅰ-１-（３） 6
発行・発信されるメディアにお
ける配慮

①事業所、団体などの発行物における人権・男女共同参画への配慮につい
て啓発に努めます。

 市の発行物などについて、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」に基づ
き、適切な表現に努めます。

市の発行物などについて、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」に基づ
き、適切な表現に努めました。

全課 P10

Ⅰ-１-（３） 7 メディア・リテラシーの育成
①学校教育において、メディアを通じて流れる情報を主体的に収集、判断す
る能力、また適切に発信する能力を身に付けるため、メディア・リテラシーの
向上育成に努めます。

作成した「情報活用能力観点別一覧」を活用し、児童生徒の発達段階に応じて指導し
ます。

作成した「情報活用能力観点別一覧」を活用し、児童生徒の発達段階に応じて指導し
ました。

学務課 P10

Ⅰ-１-（３） 7 メディア・リテラシーの育成
②コンピュータや情報技術関連の研修会や講座において、メディア・リテラ
シーの向上に努めます。

インターネット等に関する講習会を開催し、メディア・リテラシーの向上について、学習
の機会を設けていきます。

○IT講習会の実施
・パソコン講座14講座　154回
・参加者　延べ1,100人

総務課 P10

Ⅰ-１-（３） 7 メディア・リテラシーの育成
②コンピュータや情報技術関連の研修会や講座において、メディア・リテラ
シーの向上に努めます。

札幌高等技術専門学院等による職業訓練機関の制度周知に努めます。〔項番28①
再掲〕

札幌高等技術専門学院等による職業訓練機関の制度周知に努めました。〔項番28
①再掲〕

商工労政課 P10

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓発
①幼稚園、保育所に通う乳幼児の保護者を対象とした健康教育の機会を通
じ、啓発に努めます。

家庭の健康を担う保護者が健康づくりの大切さを自覚し、生涯を通じた健康づくりが
できるよう支援する教室「ヘルシーファミリー教室」を開催します。
※令和４年度から事業名変更

○ヘルシーファミリー教室の開催
・対象者：未就学児をもつ保護者
・受講人数：5人　延6人
・実施内容　①栄養士の講話、調理見学　②保健師の講話、調理見学　③運動講
話、ヨガ

健康・子ども
課

P12

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓発
②学習機会の充実を図るとともに、子育てなどへの、特に男性の参加促進に
努めます。（２歳児クラブ、家庭教育学級、子育て支援センターによる子育て
講座など）

〔項番
39②再
掲〕

幼児の特性についての理解と家庭教育の重要性の認識を深めるため、親子クラブを
開催します。また、父親の積極的な育児参加を促進します。

対象者：未就学児その保護者（個別勧奨対象者児７６名）
開催回数：２回
参加人数：
児１０人両親・きょうだい計２６名
実施内容：①親子遊び②栄養士の講話③育児講話④個別育児、栄養相談

健康・子ども
課

P12
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Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓発
②学習機会の充実を図るとともに、子育てなどへの、特に男性の参加促進に
努めます。（２歳児クラブ、家庭教育学級、子育て支援センターによる子育て
講座など）

〔項番
39②再
掲〕

子を持つ親ばかりでなく地域住民も含めた家庭教育・学社融合推進事業を支援しま
す。

市内小中学校全８校に運営委員会を開設
・25事業33回　・参加者延1,213人

生涯学習ス
ポーツ課

P12

Ⅰ-２-（１） 8 家庭教育の重要性の啓発
②学習機会の充実を図るとともに、子育てなどへの、特に男性の参加促進に
努めます。（２歳児クラブ、家庭教育学級、子育て支援センターによる子育て
講座など）

〔項番
39②再
掲〕

子育て支援センターの事業（パパと遊ぼう）を年２回開催します。

〇パパと遊ぼう
・開催回数　2回
・参加世帯　9世帯
・参加人数　26人

健康・子ども
課

P12

Ⅰ-２-（２） 9
男女共同参画の視点に立った
学校運営の推進

①学校行事や児童・生徒会活動など、日常の教育活動について、男女共同
参画の視点に立った点検、見直しに努めるとともに、保護者に対する情報提
供の充実に努めます。

学校行事・児童生徒会活動などにおける、性別による差別の解消に努めます。 学校行事・児童生徒会活動などにおける、性別による差別の解消に努めました。 学務課 P13

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実
①教科指導、道徳教育、特別活動など教育活動全体を通じて、人権の尊重
を基盤とした男女平等教育の充実に努めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して人権尊重を基盤とした教育の推進に努めます。 教科・道徳・特別教育活動を通して人権尊重を基盤とした教育の推進に努めました。 学務課 P13

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実
②生涯を見通した総合的なキャリア教育を推進し、男女共同参画の意義、仕
事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の重要性について理解の促進を図
ります。

学校教育において、職場体験活動等を利用し、キャリア教育及び男女共同参画の意
義についての学習の場を提供していきます。

学校教育において、職場体験活動等を利用し、キャリア教育及び男女共同参画の意
義についての学習の場を提供しました。

学務課 P13

Ⅰ-２-（２） 10 男女平等教育の充実
③すべての人が相互の人格を尊重し、相手の立場を理解し助け合う人間形
成を図るため、家庭教育に関する学習機会の提供に努めます。

生徒一人ひとりを尊重するとともに、互いの立場を理解し、助け合う指導の充実に努
めます。

教科・道徳・特別教育活動を通して、生徒一人ひとりを尊重した指導の充実に努めま
した。 学務課 P13

Ⅰ-２-（２） 11
男女共同参画に関する教職
員研修の充実

①各種教職員研修会などにおける人権教育、男女平等教育に関する内容の
充実に努めます。

各種教職員研修会などへの参加 人権教育指導者研修会を各小中学校職員に周知し、参加奨励しました。 学務課 P13

Ⅰ-２-（２） 12
義務教育課程以外の関係者
などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学の関係者及び保護者などに対して、男女
共同参画の視点に立って意識啓発に努めます。

男女共同参画に関係する研修会等の開催にあたっては、教育関係者や保護者にも
周知します。

チラシやポスターを市内主要施設や教育機関等に掲示するとともに、新聞社等のメ
ディアへ掲載を依頼し周知を図りました。

企画財政課 P13

Ⅰ-２-（２） 12
義務教育課程以外の関係者
などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学の関係者及び保護者などに対して、男女
共同参画の視点に立って意識啓発に努めます。

男女共同参画に関係する研修会等の開催にあたっては、保育士等にも周知します。
市のホームページやパンフレットの郵送、メールなどで、庁内関係担当課等と連携し
ながら、周知を行いました。

健康・子ども
課

P13

Ⅰ-２-（２） 12
義務教育課程以外の関係者
などへの意識啓発

①幼稚園、保育所、高等学校、大学の関係者及び保護者などに対して、男女
共同参画の視点に立って意識啓発に努めます。

市立高等看護学院において男女共学を推進し、男女共同参画の視点に立った運営
に努めます。

1～3年生68人のうち、男子は5人の在学となっています。今後も入学案内書で共学を
推進していきます。

市立高等看
護学院

P13

Ⅰ-２-（３） 13 生活技術の習得機会の提供
①食生活の自立が困難な高齢者、特に男性に対して、基本的な調理法や食
生活に関する知識を普及し、食生活の自立ができるよう支援することにより、
健康寿命の延伸やＱＯＬ（生活の質）の向上を図ります。

〔項番
39③再
掲〕

令和２年度をもって事業終了 令和２年度をもって事業終了 高齢者支援
課

P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、主体的に社会のあらゆる分野に参画して
いくために必要な力をつけるため、生涯にわたる学習機会の充実に努めま
す。（各種講演会、研修会、講座など）

働く女性などを対象に教養講座を開催します。

○フロアーカーリング講習・全1日・参加者12名
○車イスに触れてみよう・全1日・参加者21名
○コミュニケーション講座・全1日・参加者23名
○いつまでも元気に生活を～フレイル予防～・全1日・参加者12名
○寒い時期の健康法～ヒートショックについて～・全1日・参加者13名
○高齢者の実態と支え合い活動・全1日・参加者22名

商工労政課 P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、主体的に社会のあらゆる分野に参画して
いくために必要な力をつけるため、生涯にわたる学習機会の充実に努めま
す。（各種講演会、研修会、講座など）

公民館講座、生涯学習推進事業、出前講座など各種研修会、講座を実施します。

〇出前講座
・15講座　・参加者315人
〇生涯学習推進事業
・竹灯ろう作り講座　・参加者10名
〇公民館講座
・ソープカービング教室・参加者13名

生涯学習ス
ポーツ課

P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、主体的に社会のあらゆる分野に参画して
いくために必要な力をつけるため、生涯にわたる学習機会の充実に努めま
す。（各種講演会、研修会、講座など）

男女共同参画フォーラムの実施
〔項番1①再掲〕

男女共同参画フォーラムを実施しました。 企画財政課 P13
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Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

①誰もが自立した考え方を持って、主体的に社会のあらゆる分野に参画して
いくために必要な力をつけるため、生涯にわたる学習機会の充実に努めま
す。（各種講演会、研修会、講座など）

市民参画による生涯学習推進会議を設置し、学習者主体の学習機会を提供します。
委員の主体性を持った柔軟なアイデアで、市民や委員自身が講師となり、生涯学習
に関する各種講座や　まなびピアふかがわの企画運営を行った。
・まなびピアふかがわ　・参加者45名

生涯学習ス
ポーツ課

P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事業において、参加を促進し、リーダー養成
に努めます。

深川市人材育成事業の活用を図り、女性リーダーなどの養成を進めます。
調査研修・交流事業により、研修事業への参加を促しましたが、感染症の拡大によ
り、研修参加を希望する方がおらず実績がありませんでした。

企画財政課 P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事業において、参加を促進し、リーダー養成
に努めます。

市民参加による市主催事業において、育児、就労などで時間の制約を受けやすい
人々が参加しやすい開催日時の設定について配慮に努めます。

市民参加による市主催事業において、育児、就労などで時間の制約を受けやすい
人々が参加しやすい開催日時の設定について配慮に努めました。

全課 P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事業において、参加を促進し、リーダー養成
に努めます。

健診結果相談会、ウエストスリムセミナーなど就労している人が参加しやすいよう夜
間開催の事業を実施しています。

健診結果相談会の実施
年2回　　出席18人

健康・子ども
課

P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事業において、参加を促進し、リーダー養成
に努めます。

市主催の講演会などへの参加機会を拡大するため、託児付での事業開催に努めま
す。

男女共同参画市民フォーラムの開催にあたり、託児を用意するなど、参加機会の拡
大に努めました。

全課 P13

Ⅰ-２-（３） 14
エンパワーメント支援のため
の学習機会の充実

②人材育成に係る各種研修派遣事業において、参加を促進し、リーダー養成
に努めます。

離乳食教室、ヘルシーマザーズクラブ、親子クラブ、ほっとママ、子宮がん検診開催
時、託児を実施します。

マタニティサロン・離乳食教室、親子クラブ、ヘルシーファミリー教室、ほっとママの開
催時、託児を行いました。※令和４年度からヘルシーマザーズクラブからヘルシー
ファミリー教室に事業名を変更。

健康・子ども
課

P13

Ⅰ-２-（３） 15
コミュニティ関連施設の利用促
進

①すべての人の多様な生き方を広げる場として、また、多くの市民が気軽に
集まれる「居場所」として利用しやすい公民館・コミュニティセンターなどの施
設運営に努めます。

利用しやすい公民館の運営に努めます。 公民館の適切な維持管理に努めました。
生涯学習ス
ポーツ課

P13

Ⅰ-２-（３） 15
コミュニティ関連施設の利用促
進

①すべての人の多様な生き方を広げる場として、また、多くの市民が気軽に
集まれる「居場所」として利用しやすい公民館・コミュニティセンターなどの施
設運営に努めます。

利用しやすいコミュニティセンターの運営に努めます。
コミュニティセンターの適切な維持管理に努めるとともに、コミュニティ振興会への支
援を行いました。

総務課自治
防災室

P13

Ⅰ-３-（１） 16
あらゆる暴力防止のための啓
発

①広報紙への掲載やパンフレットなどによる啓発に努めるとともに関係法令
の周知に努めます。

広報紙への掲載やパンフレットなどによる啓発に努めます。
市のホームページやパンフレットの郵送、メールなどで、庁内関係担当課等と連携し
ながら、周知を行いました。

健康・子ども
課　ほか関
係課

P17

Ⅰ-３-（１） 17
ハラスメント防止のための啓
発

①セクハラなど防止のため、社会的認識の醸成を図るための啓発に努めま
す。

〔項番
29再
掲〕

市ホームページの活用を図り、ハラスメントの防止に関する情報を発信します。
市ホームページにおいて、「女性が抱えている問題や悩み相談」「用語解説」などでハ
ラスメントに関する記述を掲載し、啓発に努めました。

企画財政課 P17

Ⅰ-３-（１） 17
ハラスメント防止のための啓
発

②事業所などにおいて、ハラスメント防止対策が促進されるよう情報提供に
努めます。

〔項番
29再
掲〕

調査実施時の資料配布や市ホームページを活用した情報提供に努めます。 市ホームページを活用した情報提供を行いました。 商工労政課 P17

Ⅰ-３-（１） 17
ハラスメント防止のための啓
発

②事業所などにおいて、ハラスメント防止対策が促進されるよう情報提供に
努めます。

〔項番
29再
掲〕

市内事業所に先駆けて、庁内にハラスメント防止のための推進体制の整備を検討し
ます。庁内ハラスメント防止に関する基本方針及び対策要領に基づき、男女が対等
平等な関係で快適に働くことができる職場環境の確保に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方針及び対策要領に基づき、男女が対等平等な
関係で快適に働くことができる職場環境の確保に努めました。

総務課 P17

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
①DVなど人権侵害に関する庁内関係相談窓口との連携・充実を図るととも
に、相談窓口の周知に努めます。

DVなど人権侵害に関する庁内関係所管との連携・充実を図るとともに、相談窓口の
周知に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵送、メールなどで、庁内関係担当課等と連携し
ながら、周知を行いました。

健康・子ども
課　ほか関
係課

P17

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
②家庭内で潜在化するDVの早期発見のため、広範囲な情報網を整備し、情
報収集に努めます。

市ホームページなどを活用し、個人の問題だけではなく社会的問題である認識を浸
透させ、情報収集に努めます。

市のホームページやパンフレットの郵送、メールなどで、庁内関係担当課等と連携し
ながら、周知を行いました。

健康・子ども
課　ほか関
係課

P17

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援 ③相談担当職員の研修機会の充実を図り、資質の向上に努めます。 相談担当職員の研修機会の充実を図り、資質の向上に努めます。 ZOOMによる研修会が開催され、視聴する形で参加しました。
健康・子ども
課　ほか関
係課

P17

Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
④被害者とその児童の一時保護や緊急避難のため、配偶者暴力相談支援
センターや民間シェルターなどの関係機関と連携を密にし、その安全確保な
ど迅速かつ総合的な支援体制の整備に努めます。

被害者とその児童の一時保護や緊急避難のため、配偶者暴力相談支援センターや
民間シェルターなどの関係機関と連携を密にし、その安全確保など迅速かつ総合的
な支援に努めます。

平成16年に作成したフローチャートに基づき配偶者暴力相談支援センター、他関係
機関と連携を密にし、総合的な支援となるよう対応しました。

健康・子ども
課

P17
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Ⅰ-３-（１） 18 相談体制の充実と支援
⑤法に基づき、 DV、ストーカー被害者保護のため、住民基本台帳などの閲
覧及び写しの交付について、不当目的で利用されないよう制限を行います。

 DV、ストーカー被害者保護のため、住民基本台帳などの閲覧及び写しの交付につ
いて、不当目的で利用されないよう制限を行います。

法に基づきDV、ストーカー被害者保護のため、住民基本台帳などの閲覧及び写しの
交付について、不当目的で利用されないよう制限を行いました。（実績～支援措置決
定３件、他市からの転送１３件）

市民課及び
関係部署

P17

Ⅰ-３-（１） 19
性犯罪を誘発しない地域防犯
体制の充実

①市防犯協会と連携し、地域防犯体制の充実に努めます。
市防犯協会など関係機関や団体と連携し、防犯パトロールを中心とした防犯活動を
実施します。

「深川市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」に基づき、市防犯協会など関係機
関や団体と連携して、防犯パトロールや歳末警戒などの防犯活動を実施しました。

総務課自治
防災室

P17

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
①児童、生徒の発達段階に応じた性に関する科学的な知識を身につけ、自
覚と責任を持った行動がとれるよう、教育の充実に努めます。

児童・生徒の発達段階に応じて、教科の中で指導していきます。 児童生徒の発達段階に応じて、教科の中などで指導しました。 学務課 P17

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
②児童、生徒や保護者からの性に関する相談に適切に対応できるよう、相談
窓口の充実に努めます。

少年相談室、家庭児童相談室、しらかば教室において、児童・生徒や保護者からの
相談に対応します。また、学校現場では、生徒指導カウンセラーにより対応します。

児童・生徒や保護者からの各相談に対応しました。

学務課・生
涯学習ス
ポーツ課・健
康・子ども課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
③性に関する教育や指導・相談技術の向上のため、教職員の研修機会の充
実に努めます。

研修会の参加を奨励します。 児童生徒の発達段階に応じて、教科の中などで指導しました。 学務課 P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの機会を通じ、命の大切さや性の理解の普
及に努めます。

乳幼児の健康の保持、増進を図ることを目的に、心身の発達に課題を持った児を早
期に把握し、適切な指導を行います。また、育児や生活習慣、予防接種、歯科の指導
などを行うことにより、親が安心して育児でき、児が健やかに成長・発達できるよう支
援します。

○乳幼児健診の実施
・延23回
・受診数　延286人

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの機会を通じ、命の大切さや性の理解の普
及に努めます。

安心して子育てができるために保護者の育児上の相談に応じます。また、育児のた
めの知識や情報を提供します。

○９～１０か月児相談の実施
・年8回
・受相数　68人

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの機会を通じ、命の大切さや性の理解の普
及に努めます。

幼児の特性についての理解と家庭教育の重要性の認識を深めるため、親子クラブを
開催します。また、父親の積極的な育児参加を促進します。

対象者：未就学児その保護者（個別勧奨対象者児７６名）
開催回数：２回
参加人数：
児１０人両親・きょうだい計２６名
実施内容：①親子遊び②栄養士の講話③育児講話④個別育児、栄養相談

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
④乳幼児健診や２歳児クラブなどの機会を通じ、命の大切さや性の理解の普
及に努めます。

赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが生命・性について知る機会とし、自分と人を大
切にする行動がとれることを目的に、要望に応じて中学生を対象に実施します。

○思春期講座の開催
・赤ちゃんふれあい教室
・開催回数　2回
・参加132人

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
⑤性の理解、母子の健康に関する知識の普及・啓発のため、健康教室の開
催に努めます。

生涯学習出前講座、各種団体などからの要望に応じ、随時健康教室を開催します。
○健康教室の開催
  未開催（要望なし）

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 20 性に関する教育の充実
⑥思春期特有の悩みについて、相談の充実に努めます。また、道が行う思春
期相談・セミナーなどの事業との連携に努めます。

随時、電話や面接、訪問で相談に応じ、必要な方には、道が行う思春期相談などを
紹介します。

○母子健康相談の実施　・相談者数　面接103人、電話105人、その他61人　内容：
乳幼児身体計測、思春期、更年期、母子保健に関する相談等
○乳幼児健診の実施　　延23回　受診数延286人

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 21
リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツについての
意識啓発

①女性の人権尊重の視点から、リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に
関する健康/権利）の認識の浸透を図るため、母子保健事業の機会などを通
じ啓発に努めます。

ダメダメたばこ教室：子どもたちが将来たばこによる健康被害をうけることを防止し、
たばこの健康被害から守れる地域づくりを目的に、要望に応じて小学校6年生を対象
に教室を実施します。
赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが生命・性について知る機会とし、自分と人を大
切にする行動がとれることを目的に、要望に応じて中学生を対象に実施します。

〇思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室
　開催回数：５回、参加１２７人
・赤ちゃんふれあい教室
　開催回数２回、参加１３２人

健康・子ども
課

P18

Ⅰ-３-（２） 22 有害環境の改善
①人権侵害や性の商品化にあたる情報や商品から子どもたちを保護するた
め、意識啓発や取扱店での調査など、青少年の健全育成を阻害するおそれ
のある有害環境の改善に努めます。

書店などの調査を行い、青少年に有害な図書等の販売や陳列の仕方について、設
置者へ協力を要請します。

深川市青少年育成センターにおいて、図書販売店、ビデオレンタル店等への立入調
査を行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため調査を中止した。

生涯学習ス
ポーツ課

P18

Ⅰ-３-（２） 23
ＬＧＢＴなど性的少数者の方々
への理解促進

①差別や偏見をなくすため、ＬＧＢＴなど性的少数者が理解されるよう市ホー
ムページなどを活用した啓発に取り組みます。

市ホームページなどを活用し、啓発に取り組みます。
市ホームページにおいて、LGBT（性的マイノリティ）に関するページを開設し、用語解
説などにより多様な性について正しい知識が身につくよう周知・啓発に取り組みまし
た。また、成人式においても啓発パンフレットを配布しました。

企画財政課 P18
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Ⅱ-１-（１） 24
審議会などへの女性委員の
登用促進

①審議会などへの女性登用の目標を引き続き40％に定め、人材の情報収
集･活用により早期実現に努めます。また、登用状況について広く公表に努
めます。

深川市男女共同参画計画（第2次計画見直し版）に沿って検討を進めます。
審議会委員・委員会の任期満了による改選などにより女性登用に努めました。
令和３年度末女性登用比率　33.0％
令和４年度末　　　　〃　　　　 31.7％

企画財政課
（全課）

P22

Ⅱ-１-（１） 24
審議会などへの女性委員の
登用促進

①審議会などへの女性登用の目標を引き続き40％に定め、人材の情報収
集･活用により早期実現に努めます。また、登用状況について広く公表に努
めます。

審議会などへの女性委員の登用状況について、市ホームページで公表します。 毎年の調査に基づき、市ホームページ上で、女性委員の登用状況を公表しました。 企画財政課 P22

Ⅱ-１-（１） 24
審議会などへの女性委員の
登用促進

②多様な意見が市政に反映されるよう、一方の性別のみで構成されている審
議会などの解消に努めます。

一方の性別のみで構成されている審議会などの解消を進めます。 男性のみで構成されている審議会数10 全課 P22

Ⅱ-１-（１） 24
審議会などへの女性委員の
登用促進

③幅広い分野からの女性の参画を促進するため、委員選任の際には、重複
登用や公募枠などを充分考慮するとともに、関係機関や団体などからの推薦
により委員を選考する際は、女性委員の登用を促進するため協力を要請しま
す。

関係機関や団体などからの推薦により委員を選考する際には、女性委員の登用を促
進するため協力を要請します。

関係機関や団体などから推薦などにより委員を選考する際に、女性委員の登用につ
いて協力をお願いしました。

全課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

①政策・方針決定過程などへの女性の参画の重要性について、あらゆる機
会を通して啓発・情報提供に努めます。

政策・方針決定過程などへの女性の参画をテーマとした研修会・学習会への参加促
進を図ります。

男女平等参画推進協議会と連携し、研修会・学習会への参加を働きかけました。 企画財政課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

②事業所や各種機関、団体などで女性の登用が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

深川市労働基本調査時に行うため、次年度実施します。
〔項番4②・項番28③再掲、項番38②･項番38③と関連〕

実施なし。 商工労政課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

②事業所や各種機関、団体などで女性の登用が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

女性職員の多様な職業経験の形成につながるよう、職場配置に努めます。 女性職員の多様な職業経験の形成につながるよう、職場配置に努めました。 総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

②事業所や各種機関、団体などで女性の登用が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

管理職には、性別にかかわらず能力や適性に応じた職員の登用を図ります。 管理職には、性別にかかわらず能力や適性に応じた職員の登用を図りました。 総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

②事業所や各種機関、団体などで女性の登用が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

職員の育成と能力開発のため、研修機会の充実を図るとともに、女性職員の参加機
会の拡大に努めます。

職員の育成と能力開発のため、研修機会の充実を図るとともに、女性職員の参加機
会の拡大に努めました。

総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 25
女性の登用促進に向けた啓
発

②事業所や各種機関、団体などで女性の登用が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

深川市特定事業主行動計画に基づき、仕事と生活の調査（ワーク・ライフ・バランス）
の実現が図られるよう、働きやすい職場環境づくりに努めます。

深川市特定事業主行動計画に基づき、仕事と生活の調査（ワーク・ライフ・バランス）
の実現が図られるよう、働きやすい職場環境づくりに努めました。

総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 26
市の管理職への女性登用の
促進

①市女性職員の管理職への登用について、「深川市特定事業主行動計画」
で掲げる、課長職以上の女性管理職の割合を２０％以上にする目標の達成
に努め、行政における女性の参画を促進します。

市女性職員の管理職への登用について、「深川市特定事業主行動計画」で掲げる、
課長職以上の女性管理職の割合を２０％以上にする目標の達成に努め、行政にお
ける女性の参画を促進します。

管理職には、性別にかかわらず能力や適性に応じた職員の登用を図りました。 総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 27
市政への関心を高める機会の
充実・支援

①性別にかかわらず広く市民、団体からの意見を聴く機会の充実を図り、市
政参画への意識の高揚に努めます。

広報紙に年2回、市民が市政への意見や要望を書いて郵送する用紙「市長への手
紙」を折り込みます。市役所本庁舎１階ロビーに市民が意見などを投書する箱を常設
します。

市長への手紙などへの意見要望件数55件 総務課 P22

Ⅱ-１-（２） 27
市政への関心を高める機会の
充実・支援

②市民団体、グループなどが行う政治や行政に関する主体的な学習活動の
支援に努めます。

団体、グループなどが行う政治や行政に関する主体的な学習活動の支援に努めま
す。

出前講座に行政的なメニューを盛り込み団体、グループへの要望に対応できる体制
を取りました。

生涯学習ス
ポーツ課・企
画財政課

P22

Ⅱ-１-（２） 27
市政への関心を高める機会の
充実・支援

③市民参画型事業の拡充を図るなかで、女性の登用促進に努めます。 生涯学習関連事業全般にわたり、市民参画型事業を進めます。 生涯学習関連事業全般にわたり、市民参画型事業を進めました。
生涯学習ス
ポーツ課

P22

Ⅱ-２-（１） 28
雇用機会の均等と待遇確保
のための啓発・支援

①事業所などに対して、男女雇用機会均等法などの関係法令や制度の周
知、情報提供に努めます。

〔項番
49①再
掲〕

男女雇用機会均等法、労働基準法、育児・介護休業法、パートタイム労働法などの
関係法令の改正があった場合には、市広報紙などを通じ周知に努めます。〔項番38
①・項番49①と関連〕

育児・介護休業法および男女雇用機会均等法の改正について市HPで周知しました。 商工労政課 P26

Ⅱ-２-（１） 28
雇用機会の均等と待遇確保
のための啓発・支援

①事業所などに対して、男女雇用機会均等法などの関係法令や制度の周
知、情報提供に努めます。

制度の周知に努めます。
〔項番1①と関連〕

市ホームページに関係法令などについて掲載し、制度の理解と協力を呼びかけた。 企画財政課 P26
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Ⅱ-２-（１） 28
雇用機会の均等と待遇確保
のための啓発・支援

②関係機関と連携して、労働環境に関する相談の充実に努めます。 関係機関と連携して、雇用者からの労働相談に対応します。
労働相談の実施
相談件数　延1件

商工労政課 P26

Ⅱ-２-（１） 28
雇用機会の均等と待遇確保
のための啓発・支援

③労働基本調査の実施により、労働実態を把握し、関連施策への反映に努
めます。

〔項番
38②と
関連〕

深川市労働基本調査時に行うため次年度実施します。
〔項番4②・項番26②・項番38②・項番38③と関連〕

実施なし。 商工労政課 P26

Ⅱ-２-（１） 28
雇用機会の均等と待遇確保
のための啓発・支援

④女性の多様な就業ニーズが社会的に認識されるよう啓発に努めます。 女性の多様な就業ニーズが社会的に認識されるよう啓発に努めます。
女性や若者、非正規労働者をはじめとするすべての人々の労働環境や処遇改善が
図られるよう、働き方改革による仕事と生活の調和や女性の活躍推進を含めた雇用
環境改善などについて市ホームページにより啓発を行った。

企画財政課 P26

Ⅱ-２-（１） 29
あらゆるハラスメント防止のた
めの啓発

①ハラスメント防止のため、社会的認識の醸成を図るための啓発に努めま
す。

〔項番
17再
掲〕

〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 企画財政課 P26

Ⅱ-２-（１） 29
あらゆるハラスメント防止のた
めの啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント防止対策が促進されるよう情報提供に
努めます。

〔項番
17再
掲〕

〔項番17再掲〕 〔項番17再掲〕 商工労政課 P26

Ⅱ-２-（１） 29
あらゆるハラスメント防止のた
めの啓発

②事業所などにおいて、ハラスメント防止対策が促進されるよう情報提供に
努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方針及び対策要領に基づき、男女が対等平等な
関係で快適に働くことができる職場環境の確保に努めます。

庁内ハラスメント防止に関する基本方針及び対策要領に基づき、男女が対等平等な
関係で快適に働くことができる職場環境の確保に努めました。

総務課 P26

Ⅱ-２-（２） 30
職業能力開発・向上のための
支援

①札幌高等技術専門学院等により職業訓練機関の制度周知に努めます。
札幌高等技術専門学院等による職業訓練機関の制度周知に努めます。〔項番7②と
関連〕

札幌高等技術専門学院等による職業訓練機関の制度周知に努めました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支援
①関係機関と連携して、雇用情報の提供や就業に関する相談体制の充実に
努めます。

ハローワーク滝川と連携して、ホームページ等において、毎週、求人情報を提供しま
す。

ハローワークと連携し、毎週求人情報をホームページ等において提供しました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支援
②情報技術などを活用した新しい就業形態の取り組みに向け、情報提供に
努めます。

情報技術などを活用した新しい就業形態の取り組みに向け、情報提供に努めます。 「新しい働き方」として、ワーケーション等に関する情報発信に努めました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支援
③異業種交流により就業情報などについての相互提供が図られるよう、働く
婦人の家などの施設の利用促進に努めます。

働く婦人の家施設の利用促進に努めます。 働く婦人の家は各種講座の開催に努めました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（２） 31 就業機会拡大に向けた支援 ④雇用機会の拡大に向けてワークシェアリングの普及・啓発に努めます。 ワークシェアリング奨励のための各種制度の周知に努めます。 制度周知に努めました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（２） 32 起業に対する支援
①関係機関と連携して、起業を目指す人への指導、助言を行うとともに、融資
制度の活用を図ります。

中小企業大学校への参加助成を行います。
〔項番14②・項番44①と関連〕

中小企業大学校への受講支援実績なし。
商工労政
課・地域振
興課

P27

Ⅱ-２-（３） 33
経営などへの女性の参画の
促進

①農業、経済団体と連携して、経営の方針決定過程への女性の参画が促進
されるよう啓発に努めます。

農業、経済団体と連携して、経営の方針決定過程への女性の参画が促進されるよう
啓発に努めます。

農業、経済団体と連携して、経営の方針決定過程への女性の参画が促進されるよう
啓発に努めました。

商工労政
課・農政課

P27

Ⅱ-２-（３） 33
経営などへの女性の参画の
促進

②農業、経済団体における役員に、女性の参画が促進されるよう理解と協力
を働きかけます。

農業、経済団体における役員に、女性の参画が促進されるよう理解と協力を働きか
けます。

農業、経済団体における役員に、女性の参画が促進されるよう理解と協力を働きか
けました。

商工労政
課・農政課

P27

Ⅱ-２-（３） 34
女性の能力を発揮する活動の
支援

①女性が生産、経営の担い手として幅広い技術を習得するための研修会や
派遣事業などの充実に努めます。

JA女性部の活動に対し助成金を交付します。
JA女性部に対する助成を実施しました。
（フレッシュミズ交流会の実施）

農政課 P27

Ⅱ-２-（３） 34
女性の能力を発揮する活動の
支援

①女性が生産、経営の担い手として幅広い技術を習得するための研修会や
派遣事業などの充実に努めます。

中小企業大学校への参加助成を行います。
〔項番14②・項番46①と関連〕

中小企業大学校への受講支援実績なし。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（３） 34
女性の能力を発揮する活動の
支援

②女性グループなどによる農産物加工や農産物加工品の普及拡大などの活
動支援に努めます。

女性グループの農産加工などの活動に対し助成金を交付します。 女性グループなど１団体に対し、農産物加工や販売などの活動支援を実施しました。 農政課 P27

Ⅱ-２-（３） 34
女性の能力を発揮する活動の
支援

③商工業関係の女性グループの活動支援に努めます。 商店街振興組合等が主体的に行う研修活動に対して、支援を行います。 マスクメイク講習会が実施されました。 商工労政課 P27

Ⅱ-２-（４） 35
ワーク・ライフ・バランスに関す
る意識啓発の推進

①ワーク・ライフ・バランスの必要性に関する社会的機運の醸成のため、様々
な機会を通した啓発に努めます。

ワーク・ライフ・バランスの考え方についてホームページ等を通じて普及・啓発を行い
ます。

ワーク・ライフ・バランスの考え方についてホームページを通じて普及・啓発を行いま
した。

企画財政課 P28
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Ⅱ-２-（４） 36 多様な保育サービスの充実
①仕事と育児の両立支援のため、乳児保育、障がい児保育、一時保育及び
開所時間延長など多様な保育サービスの充実に努めます。また、これら多機
能な保育環境をさらに充実させた保育施設の整備を検討します。

仕事と育児の両立支援のため、乳児保育、障がい児保育、一時保育及び開所時間
延長など多様な保育サービスの充実に努めます。また、これら多機能な保育環境を
さらに充実させた保育施設の整備を検討します。

障がい児保育、一時保育など多様な保育サービスの展開に努めました。
○乳児保育実施保育所　生後2カ月から2カ所、生後6カ月から6カ所
○障がい児保育実施保育所　1カ所
○一時保育実施保育所　8カ所
○病児・病後児保育室　１カ所（市立病院内）

健康・子ども
課

P28

Ⅱ-２-（４） 36 多様な保育サービスの充実
②保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努めます。

〔項番
40③再
掲〕

保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、地域子育て
ネットワークの充実に努めます。〔項番40③再掲〕

保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、地域子育て
ネットワークの充実に努めました。市子育て支援センターがアドバイザーとして活動を
支援しています。
令和4年度末現在会員数 　　依頼会員　76人、援助会員　21人、両方会員4人計
101人

健康・子ども
課

P28

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進
①就労などにより放課後帰宅後も保護者が不在となる児童を対象とした学童
保育の充実に努めます。

就労などにより放課後帰宅後も保護者が不在となる児童を対象とした学童保育の充
実に努めます。

市内6小学校区全てで学童保育所を継続開設し、女性の働きやすい環境整備の整備
に努めました。市内6カ所で開設、R04年度末登録合計145人

健康・子ども
課

P28

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進
②児童の放課後生活を豊かにする子どもの居場所「生き生きスポット」や児
童センター機能の充実に努めます 。

子どもの居場所「生き生きスポット」（生きがい文化センター内）において、放課後等に
おける児童・生徒の安全な活動場所を確保するとともに、様々な体験活動を通じて健
全な育成を図ります。

放課後等における児童・生徒の安全な活動場所として、子どもの居場所「生き生きス
ポット」を開設。女性が働ける環境整備の一助とするとともに、様々な体験活動を実
施しました。
・開設　火～日曜日　13時～17時
・利用人数11,029人

生涯学習ス
ポーツ課

P28

Ⅱ-２-（４） 37 放課後児童対策の促進
②児童の放課後生活を豊かにする子どもの居場所「生き生きスポット」や児
童センター機能の充実に努めます 。

多様な行事の実施により、地域の人々との交流に努めながら、児童センターの施設
の利用を促進します。〔項番40④と関連〕

児童センターにおいて各種の行事を開催し、親子や地域の人々と交流を図りました。
・63事業、参加者延512人
・令和3年度年間利用児童数3,966人

健康・子ども
課

P28

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育児・
介護の両立に関する取り組み
の促進

①育児・介護休業法やパートタイム労働法の普及・啓発に努めます。
〔項番
28①と
関連〕

〔項番28①掲載〕 〔項番28①再掲〕 商工労政課 P28

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育児・
介護の両立に関する取り組み
の促進

②事業所における育児・介護休業制度の実態を把握し、関連施策への反映
に努めます。

〔項番
28③と
関連〕

深川市労働基本調査時に行うため次年度実施します。
〔項番4②・項番28②・項番30③と関連〕育児休業を推進する企業に助成金を支給す
る「育児休業取得支援事業」を実施します。

育児休業を推進する企業に助成金を支給する「育児休業取得支援事業」の実施。
・R4年度実績　4件　1,200,000円

商工労政課 P28

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育児・
介護の両立に関する取り組み
の促進

③働くすべての人の仕事と他の活動の両立が図られるよう、事業所に対し弾
力的な勤務時間の導入や有給休暇の取得しやすい労働環境づくりに向けて
理解と協力を働きかけます。

〔項番
44④再
掲〕

深川市労働基本調査時に行うため本年度実施します。 実施なし 商工労政課 P28

Ⅱ-２-（４） 38
事業所における仕事と育児・
介護の両立に関する取り組み
の促進

④仕事と育児・介護の両立を支援する国などの制度の普及啓発と情報提供
に努めます。

仕事と育児・介護の両立を支援する国などの制度の普及啓発と情報提供に努めま
す。

広報・HPにより、国の制度改正などを周知しました。 商工労政課 P28

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活への
参画に向けた意識啓発と学習
機会の提供

①家事・育児・介護への参画について、社会的気運の醸成を図るための啓発
に努めます。

幼児の特性についての理解と家庭教育の重要性の認識を深めるため、親子クラブを
開催します。また、父親の積極的な育児参加を促進します。

対象者：未就学児その保護者（個別勧奨対象者児７６名）
開催回数：２回
参加人数：
児１０人両親・きょうだい計２６名
実施内容：①親子遊び②栄養士の講話③育児講話④個別育児、栄養相談

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活への
参画に向けた意識啓発と学習
機会の提供

①家事・育児・介護への参画について、社会的気運の醸成を図るための啓発
に努めます。

子育て支援センターの事業（パパと遊ぼう）を年２回開催します。

〇パパと遊ぼう
・開催回数　2回
・参加世帯　9世帯
・参加人数　26人

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活への
参画に向けた意識啓発と学習
機会の提供

②学習機会の充実を図るとともに、子育てなどへの、特に男性の参加促進に
努めます。（２歳児クラブ、家庭教育学級、子育て支援センターによる子育て
講座など）

〔項番8
②再
掲〕

〔項番8②と関連〕

対象者：未就学児その保護者（個別勧奨対象者児７６名）
開催回数：２回
参加人数：
児１０人両親・きょうだい計２６名
実施内容：①親子遊び②栄養士の講話③育児講話④個別育児、栄養相談

生涯学習ス
ポーツ課・健
康・子ども課

P31

Ⅱ-３-（１） 39
すべての人の家庭生活への
参画に向けた意識啓発と学習
機会の提供

③食生活の自立が困難な高齢者、特に男性に対して、基本的な調理法や食
生活に関する知識を普及し、食生活の自立ができるよう支援することにより、
健康寿命の延伸やＱＯＬ（生活の質）の向上を図ります。

〔項番
13①再
掲〕

令和２年度をもって事業終了 令和２年度をもって事業終了 高齢者支援
課

P31
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Ⅱ-３-（１） 40
子育てを担うための相談・支
援

①乳幼児の発達段階に応じて、子育てについて適切な情報提供や相談を実
施します。（育児相談、各種母子訪問指導、子育て支援センターの相談、家
庭児童相談員の設置など）

幼児の特性についての理解と家庭教育の重要性の認識を深めるため、親子クラブを
開催します。また、父親の積極的な育児参加を促進します。

対象者：未就学児その保護者（個別勧奨対象者児７６名）
開催回数：２回
参加人数：
児１０人両親・きょうだい計２６名
実施内容：①親子遊び②栄養士の講話③育児講話④個別育児、栄養相談

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 40
子育てを担うための相談・支
援

①乳幼児の発達段階に応じて、子育てについて適切な情報提供や相談を実
施します。（育児相談、各種母子訪問指導、子育て支援センターの相談、家
庭児童相談員の設置など）

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、発達、しつけなどについて適切な情報提供や相
談・支援を実施します。

保育行政を通じ、家庭、食事、発育、発達、しつけなどについて適切な情報提供や相
談・支援を実施しました。

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 40
子育てを担うための相談・支
援

②地域における子育て支援事業を行う「子育て支援センター」の機能充実を
図るとともに、道営子育て支援住宅の集会所を利用した子育てサロン事業を
継続実施し、子育て家庭を支援します

地域における子育て支援事業を行う「子育て支援センター」の機能充実を図るととも
に、道営子育て支援住宅の集会所を利用した子育てサロン事業を継続実施し、子育
て家庭を支援します。

子育てサロン事業を継続し、子育て家庭を支援します。また、常設のつどいの広場事
業の実施をしました。
・開催回数144回、延利用者数284人

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 40
子育てを担うための相談・支
援

③保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、
地域子育てネットワークの充実に努めます。

〔項番
36②再
掲〕

保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、地域子育て
ネットワークの充実に努めます。〔項番36②再掲〕

保育ボランティアを活用した「子育てサポートふかがわ」の活動を支援し、地域子育て
ネットワークの充実に努めました。市子育て支援センターがアドバイザーとして活動を
支援しています。
令和4年度末現在会員数 　　依頼会員　76人、援助会員　21人、両方会員4人計
101人

健康・子ども
課

P31

Ⅱ-３-（１） 40
子育てを担うための相談・支
援

④児童の放課後生活を豊かにする子どもの居場所「生き生きスポット」や児
童センター機能の充実に努めます。

 〔項番
35②再
掲〕

〔項番37②再掲〕 〔項番37②再掲〕
生涯学習ス
ポーツ課

P31

Ⅱ-３-（１） 41 子育て環境の整備
①育児に関わることのできる環境づくりのため、新設する市の公共施設の多
目的トイレ内に、子どものおむつ取替用ベッドを設置します。

市の公共施設の多目的トイレ内に、子どものおむつ取替用ベッドを設置するよう努め
ます。

実績なし
（現状：６施設対応）

企画財政課 P31

Ⅱ-３-（２） 42
地域・社会活動における男女
共同参画への意識啓発

①地域・社会活動への関心を高め、誰もがともに参画する意識の醸成が図ら
れるよう啓発に努めます。

市コミュニティ運動推進委員会及び各地域コミュニティ活動推進団体を支援します。 市コミュニティ運動推進委員会及び各地域コミュニティ活動推進団体を支援しました。
総務課自治
防災室

P31

Ⅱ-３-（２） 43
地域・社会活動への参画意識
を育む教育の充実

①性別にかかわらずボランティアなどの社会奉仕活動への参画意識の形成
のため、学校行事などの特別活動や道徳教育、総合的な学習時間の充実に
努めます。

地域で行われる総合的な学習の時間や特別活動などにより、児童生徒の地域に対
する関心を呼び起こし社会参加を促します。

○地域で行なわれる総合的な学習の時間などにより、児童生徒の地域に対する関心
を呼び起こし社会参加を促しています。また、地域の人材や自然・施設等を活用して
地域社会への興味や関心を深めました。
○市内全小学校で農業体験学習（田植え、稲刈り）を実施しました。

学務課 P32

Ⅱ-３-（２） 43
地域・社会活動への参画意識
を育む教育の充実

②青少年のボランティア活動への参画機会の提供を図るとともに、男女共同
参画の視点に立って育成指導者の育成に努めます。

リーダー養成のための講習会を開催します。また、子ども会育成者の講習機会を設
けます。

〇シニアリーダー（中学・高校生対象）養成のための講習会を開催。北空知シニア
リーダー研修会～21世紀の北空知を担う中・高校生の集い　参加者8人（北空知1市5
町参加者合計18人）

子ども会リーダー養成講習会（小学4～6年生対象）、子ども会リーダー養成講習会の
指導スタッフをシニアリーダー受講者が努めるステップアップ研修会参加者2人（北空
知1市5町参加者合計44人）

生涯学習ス
ポーツ課

P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

①地域・社会活動に関心のある人が求めている情報の提供に努めます。 公民館サークル活動等の情報を提供します。
問い合わせに応じて公民館で活動するサークルの紹介や掲示物によりサークルの情
報を発信しました。

生涯学習ス
ポーツ課

P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

①地域・社会活動に関心のある人が求めている情報の提供に努めます。
社会福祉協議会と連携し、ボランティア活動や地域福祉活動に係る情報の提供に努
めます。

社会福祉協議会へボランティアセンターや地域福祉活動に対し、補助金を交付する
などの支援を行いました。

社会福祉課 P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

②地域・社会活動団体の活動を支援し、誰もがともに参画できる機会の充実
に努めます。

〔項番42①再掲〕 〔項番42①再掲〕
総務課自治
防災室

P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

②地域・社会活動団体の活動を支援し、誰もがともに参画できる機会の充実
に努めます。

社会福祉協議会と連携し、地域福祉活動の促進に努めます。 コミュニティ活動推進交付金を交付するなどの支援を行いました。
総務課自治
防災室

P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

③生涯学習を行っている人々の学習成果が地域・社会活動に生かされるよ
う、活動機会の充実に努めます。

生涯学習推進会議、市民文化事業開催助成等学習者主体の活動機会を提供しま
す。

生涯学習推進会議、市民文化事業開催助成等学習者主体の活動機会を提供しまし
た。
○市民文化事業開催助成金
　　6件　1,100,000円

生涯学習ス
ポーツ課

P32
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Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

④働くすべての人の仕事と他の活動の両立が図られるよう、事業所に対し弾
力的な勤務時間の導入や有給休暇の取得しやすい労働環境づくりに向けて
理解と協力を働きかけます。

〔項番
38③再
掲〕

〔項番38③再掲〕 〔項番38③再掲〕 商工労政課 P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

④働くすべての人の仕事と他の活動の両立が図られるよう、事業所に対し弾
力的な勤務時間の導入や有給休暇の取得しやすい労働環境づくりに向けて
理解と協力を働きかけます。

市職員が、性別にかかわらず地域・社会活動へ参画しやすい職場環境の整備に努
めます。

市職員が、性別にかかわらず地域・社会活動へ参画しやすい職場環境の整備に努
めました。

総務課 P32

Ⅱ-３-（２） 44
地域・社会活動へ参画しやす
い環境の整備

⑤市民の誰もが地域活動に参加できるよう、地域コミュニティのあり方を検討
します。

市民と行政の協働によるコミュニティづくりを継続する。
各地域コミュニティ活動推進団体と施設管理を中心に連絡を取り合い、協働によるコ
ミュニティづくりをすすめました。

総務課自治
防災室

P32

Ⅱ-３-（３） 45
国際理解のための学習機会
の充実

①国際理解のための各種事業を通じ、異文化への関心と国際的な認識の浸
透に努めます。

市内の国際交流団体などを通じ市民向けの国際理解に対する報告会や交流事業の
開催を通じて、国際的な認識の浸透に努めます。

○インターナショナルデー
○英語であそぼう
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、事業を中止しました。

企画財政課 P32

Ⅱ-３-（３） 45
国際理解のための学習機会
の充実

①国際理解のための各種事業を通じ、異文化への関心と国際的な認識の浸
透に努めます。

多文化共生に向けた、外国人と共に暮らすことへの理解が図られるよう周知・啓発に
努めるなど、国際的な認識の浸透に努めます。

多文化共生に向けた外国人向けの生活支援全般に関するポータルサイトについて、
ホームページを通じて情報提供を行いました。

企画財政課 P32

Ⅱ-３-（３） 45
国際理解のための学習機会
の充実

②児童生徒が海外の文化や生活習慣などに触れ、男女共同参画に対する
国際感覚への理解を深められるよう、英語指導助手の教育活動の充実に努
めます。

英語指導助手を全小中学校に配置し、英語はもとより外国への関心を高め、理解を
深めます。

英語指導助手を全小中学校に配置し、英語はもとより外国への関心を高め、理解を
深めました。

学務課 P32

Ⅱ-３-（３） 46 国際交流の推進
①海外派遣、留学などの参加機会の充実を図ることにより、広い視野と国際
的感覚を持った人材の育成に務めます。

〔項番14②関連〕
※該当する所管毎で記入※人材育成事業など

○青少年カナダ交流訪問団派遣
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、事業を中止しました。

企画財政課 P32

Ⅱ-３-（３） 46 国際交流の推進
②異文化の相互理解を深めるため、国際交流団体への支援や関係団体との
ネットワーク化を図ることにより、市民レベルでの国際交流の推進に努めま
す。

市内の国際交流団体への支援や関係団体との協力した事業展開を図り、市民レベ
ルでの国際交流の推進に努めます。

○国際文化交流パーティー
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、事業を中止しました。

企画財政課 P32

Ⅲ-１-（１） 47
妊産婦に対する母子保健サー
ビスなどの充実

①妊娠、出産の安全性を確保するため、妊娠期間中の健康診査の重要性に
ついて周知を図るとともに、妊婦健康診査の充実に努めます。

妊娠届出時に、妊産婦健康診査受診票を交付し、妊産婦健康診査の重要性を周知
します。
母子手帳交付時に14回分の妊婦健康診査受診票と6回分の超音波検査受診票、2
回分の産婦健康診査受診票を交付します。

○妊産婦健康診査の実施
・妊産婦健康診査助成延949件 、産婦健康診査助成延132件
・内容　妊娠届出時に最大14回分の妊婦健康診査受診票と6回分の超音波検査受
診票、2回分の産婦健康診査受診票を交付。母性健康管理に関する制度について説
明。

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（１） 47
妊産婦に対する母子保健サー
ビスなどの充実

②妊娠、出産、育児の不安軽減のため、健康相談や訪問指導、マタニティサ
ロンなどの母子保健サービスの充実に努めます。

母子健康手帳などを交付し、母子保健情報の普及・啓発を行います。また、妊産婦健
康診査受診票を交付し妊娠期特有の異常を早期に発見し、必要に応じ適切な援助を
することで、母性の健康増進を図ります。
妊娠・出産応援交付金事業では、妊婦の方に妊産婦健診支援分36,000円と、出生順
位に応じた妊娠・出産応援分（第1子 300,000円、第2子300,000円、第3子以降
500,000円）を合計した額を現金で交付します。
出産後は市立病院助産師による「育児相談サロンにこにこ」を無料で利用できる来院
型相談、市立病院助産師と同行訪問する訪問型相談を行う産後ケア・産後サポート
事業を実施します。

○母子健康手帳の交付　79件
○妊婦健康診査助成　延949件、産婦健康診査助成延132件
○母性健康管理に関する制度の説明
○妊娠・出産応援交付金の交付　79人　27,108千円分
○「育児相談サロンにこにこ」利用延77回

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（１） 47
妊産婦に対する母子保健サー
ビスなどの充実

③経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の支援に努
めます。

経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の支援に努めます。
経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦の支援を実施しました。
1件

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（１） 48
望んだ時期に望んだ妊娠の支
援

①母子の健康を考慮し、望んだ時期に望んだ妊娠ができるよう知識の普及
や相談の充実に努めます。

保健師や栄養士が、随時電話や面接、訪問で相談に応じます。
○母子健康相談の実施　・相談者数　面接103人、電話105人、その他61人　内容：
乳幼児身体計測、思春期、更年期、母子保健に関する相談等
○乳幼児健診の実施　　延23回　受診数延286人

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（１） 48
望んだ時期に望んだ妊娠の支
援

②不妊治療を受けた夫婦の経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療に
要する費用への支援を行います 。

特定不妊治療および一般不妊治療に要した費用のうち自己負担額を全額助成しま
す。
助成額を拡充したことについてホームページや広報等で周知していきます。

〇特定不妊治療費助成事業　実8件
〇一般不妊治療費助成事業　実14件

健康・子ども
課

P36
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Ⅲ-１-（１） 48
望んだ時期に望んだ妊娠の支
援

③不妊や不妊治療による精神的な負担の軽減を図るため、不妊専門相談セ
ンターや医療施設などとも連携し、相談・情報提供の充実に努めます。

保健師や栄養士が、随時電話や面接、訪問で相談に応じます。 保健師や栄養士が、随時電話や面接、訪問で相談に応じました。
健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（１） 49
働く場における母性保護の促
進

①事業所などに対して、男女雇用機会均等法などの関係法令や制度の周
知、情報提供に努めます。

〔項番
28①再
掲〕

〔項番28①再掲〕 〔項番38③再掲〕 商工労政課 P36

Ⅲ-１-（１） 49
働く場における母性保護の促
進

②妊娠中及び出産後の女性労働者が医師などから指導を受けた場合、その
指導事項が事業主に的確に伝達されるよう、母性健康管理指導事項連絡
カードの制度周知と利用促進に努めます。

妊婦届出時に母性健康管理に関する制度について説明し、利用を促します。休業要
請等をする際に活用する母性健康管理指導連絡カードは母子健康手帳に様式を掲
載しています。

○母子健康手帳の交付　79件
○妊婦健康診査助成　延949件
○母性健康管理に関する制度の説明

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及
①女性の一生を通じて思春期や更年期など心身の変化とともに生じがちな健
康上の課題やＨＩＶ/エイズ・性感染症についての知識の普及に努めます。

ダメダメたばこ教室：子どもたちが将来たばこによる健康被害をうけることを防止し、
たばこの健康被害から守れる地域づくりを目的に、要望に応じて小学校6年生を対象
に教室を実施します。
赤ちゃんふれあい教室：子どもたちが生命・性について知る機会とし、自分と人を大
切にする行動がとれることを目的に、要望に応じて中学生を対象に実施します。

〇思春期講座の開催
・ダメダメたばこ教室
　開催回数：５回、参加１２７人
・赤ちゃんふれあい教室
　開催回数２回、参加１３２人

健康・子ども
課

P36

Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及
②保健推進員など健康づくりのリーダーを養成し、女性の健康づくりを支援し
ます。

市民の健康保持増進を図るため、地域と行政との連携を図り、地域住民が健康づく
りに自主的に参加できるよう支援します。

①健康診査受診の勧奨
②各地域での健康教室開催
③介護予防事業、保健事業の参加者に対する介助協力（32回60人）
④生活習慣病講習会の開催   (1回26名)
⑤介護予防講習会の開催（1回23名）
⑥視察研修   (中止)
⑦市外開催の研修会（中止）
⑧伝達講習会及び研修会   (中止)
⑨市内開催の講演会の案内  (1回13人)

健康・子ども
課・高齢者
支援課

P36

Ⅲ-１-（２） 50 保健知識の普及
③母性機能に著しい悪影響を与える薬物乱用の防止に向けて啓発に努めま
す。

関係機関と連携し広報啓発活動に努めます。 関係機関と連携し広報啓発活動をおこないました。
総務課自治
防災室

P36

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
①乳がん、子宮がんの早期発見、早期治療を図るため、健康診査の充実に
努めます。

がん検診指針に基づいて乳がん・子宮がん検診を実施します。また、希望者に対して
託児を実施します。

○乳がん検診　40歳以上の女性市民（隔年）受診者数　乳がん検診　　401人
○子宮がん検診　20歳以上の女性市民（隔年）　子宮がん検診　344人

健康・子ども
課

P37

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
②女性を対象に骨粗しょう症検診を実施し、将来の骨折による寝たきり状態
の予防に努めます。

市立病院で健診・検診を受ける４０，４５，５０，５５，６０，６５，７０歳の女性に骨粗しょ
う症検診を実施します。

骨粗しょう症検診　　　 市立病院ドック受診の40,45,50,55,60,65,70歳女性を対象に検
診を実施
受診者33人

健康・子ども
課

P37

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
③職場での受診機会のない専業主婦などを対象に、健康診査の充実を図る
とともに、個別に健康度を評価し、生活習慣病の予防に努めます。

健診結果相談会、ウエストスリムセミナーなど就労している人が参加しやすいよう夜
間開催の事業を実施しています。

健診結果相談会の実施
年2回　　出席18人
ウエストスリムセミナー（栄養プログラム）
年４回　参加延人数18名

健康・子ども
課・高齢者
支援課

P37

Ⅲ-１-（２） 51 健康診査の充実
③職場での受診機会のない専業主婦などを対象に、健康診査の充実を図る
とともに、個別に健康度を評価し、生活習慣病の予防に努めます。

市立病院では、健診を含め女性患者のプライバシーの保護と配慮に努めます。 市立病院では、健診を含め女性患者のプライバシーの保護と配慮に努めました。 市立病院 P37

Ⅲ-１-（２） 52
健康に関する相談、支援の充
実

①ライフステージに応じた健康上の相談に応じ、保健師、栄養士などが個人
の健康に関する支援に努めます。

保健師や栄養士が、随時電話や面接、訪問で相談に応じます。
健康相談の実施（通年）
実施回数260回　相談延人員482人

健康・子ども
課

P37

Ⅲ-１-（２） 52
健康に関する相談、支援の充
実

②関係機関と連携し、ＨＩＶ/エイズや性感染症などの相談業務の充実に努め
ます。

随時、電話や面接、訪問で相談に応じます。また、必要に応じて関係機関を紹介しま
す。

随時、電話や面接、訪問で相談に応じます。また、必要に応じて関係機関を紹介しま
す。

健康・子ども
課

P37

Ⅲ-２-（１） 53 スポーツ活動機会の充実
①健康増進のため適切な運動習慣を普及し、年齢や体力に応じてスポーツ
に参加できる機会の提供に努めます。

総合体育館、温水プール等で開催される教室の情報を提供します。 広報・ホームページを活用し、スポーツに参加できる機会を周知し情報提供しました。
生涯学習ス
ポーツ課

P37

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実
①市民に対して、介護サービスの適切な利用の促進を図るため、出前講座
の活用等により介護保険制度や地域支援事業の制度内容と利用できるサー
ビス内容、相談窓口などの情報提供に取組みます。

①市民に対して、介護サービスの適切な利用の促進を図るため、出前講座の活用等
により介護保険制度や地域支援事業の制度内容と利用できるサービス内容、相談窓
口などの情報提供に取り組みます。

サービスガイドやパンフレット等により介護保険制度やサービスについての普及啓発
を行うとともに、訪問先・デ・アイ窓口における個別相談等で随時、制度の周知を行い
ました。

高齢者支援
課

P40
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Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実
②高齢者が介護を必要とする状態になっても、その人らしく、安心して生活が
できるよう、地域の実情に応じた居宅サービス・施設サービスの充実を図りま
す。

高齢者が介護を必要とする状態になっても、その人らしく、安心して生活ができるよ
う、地域の実情に応じた居宅サービス・施設サービスの充実に取り組みます。

高齢者の在宅生活を支援していくための居宅サービスの充実が一層必要となること
から、介護保険の適切なサービス提供に努めました。

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実
③利用者とサービス提供事業者との橋渡しとして重要な役割を担う介護支援
専門員（ケアマネジャー）の資質の向上を図るため、会議や研修会等を通じ
て情報交換や連絡体制の充実に努めます。

地域ケア会議による、情報交換・協議を行うとともに、北空知介護支援専門員連絡協
議会、深川市認知症ケア研究会との連携を図ります。

地域ケア会議の実施14回
高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 54 介護保険事業の充実

④近年、一人暮らし高齢者や認知症高齢者が増加傾向にあることを踏まえ、
高齢者が地域で尊厳を持って生活を送ることができるよう、生活する地域の
身近なところでサービスを利用できる地域密着型サービスの充実に努めま
す。

運営推進会議に出席し、地域密着型サービスの質の向上に努めます。
サービスガイドにより、普及啓発を図った。地域密着型サービスの充実に向け、事業
所の運営推進会議が行われた際には参加した(新型コロナウイルスの影響により会
議が書面開催になる事が多かった）

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

要介護状態になることを予防するため運動器機能向上事業を実施します。

○筋力アップ事業の実施
参加者数　実16名/延350名
○筋力アップ事業フォロー事業
参加者数　実12名/延35名

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

要介護状態になることを予防するため運動器機能向上事業を実施します。

〇健寿教室の実施
実施回数47/48回(1回は暴風雪により中止）
〇デアイの会
実施回数24回 実人数35名　延299名

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

R2,3年度で養成されたサポーターの活動を推進するため養成講座は休止し、フォ
ロー事業および活動の実施体制づくりを行います。

〇介護予防おさらい講座
実施回数1回　実人員10名

〇介護予防サポーター講座（サポーターフォローアップ）
実施回数2回　実人員13名、延24名

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

要介護状態になることを予防するため、閉じこもり、認知症、うつ予防事業（くらしか
る）、訪問型介護予防事業を実施、また、地域支え合い活動を推進するため、介護予
防ふれあいサロン普及啓発推進事業、生活介護支援サポーター養成ネットワークづ
くり事業等を実施します。

○閉じこもり、認知症、うつ予防事業
  （くらしかる）の実施
　実施回数24回
　参加者数実人員28人　延230人

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

同上
〇訪問型介護予防事業の実施
　実人数　13人　延30人

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

要介護状態になることを予防し、地域支え合い活動を推進するため、介護予防ふれ
あいサロン普及啓発推進事業を実施します。

○介護予防ふれあいサロン普及啓発推進事業
前年度から継続：19か所
新規：2か所

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

地域支え合い活動を推進するため、引き続き生活介護支援サポーター養成ネット
ワークづくり事業等を実施します。

○生活介護支援サポーター養成ネットワークづくり事業
実活動サポーター人数9名　マッチング回数120回
実対象者人数16名

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
①要介護状態になることを予防し、地域活動への参加を促進するため、介護
予防事業の開催や生活習慣病予防事業の充実に努めます。

〇男性のための介護予防教室
ストレッチや筋トレ等の運動や口腔、栄養、社会参加についての講話や実技、演習を
行います。

〇本編
実施回数13/13回
実人員21名、延216名
〇OB会
実施回数4/4回
実人員16名、延49名
〇番外編
実施回数3/3回
実人員22名、延29名

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 55 介護予防・生活支援の充実
②可能な限り在宅での日常生活が継続されるよう、配食サービス、外出支援
サービスなど生活支援事業の充実を図るとともに、市民による地域の支え合
い活動の促進に努めます。

市の行う給食サービス事業・移送サービスや民間事業者による各種サービスの実
施、町内会・市民活動団体等による各種支え合い活動を実施するとともに、認知症高
齢者見守りネットワークを促進します。

〇給食サービス
実人数91人　　延食7249食
〇移送サービス
登録者19人 利用者数13人
延465回実施

高齢者支援
課

P40

Ⅲ-２-（１） 56 相談窓口の充実
①介護をする人の心身の負担を軽減するため、地域包括支援センターの専
任職員をはじめ、各関係機関・団体の協力により相談業務の充実に努めま
す。

介護をする人の心身の負担を軽減するため、デ・アイ窓口での相談業務のほか、365
日24時間市民の相談に応じます。

相談件数6,002件
（夜間土日祝日対応6件）

高齢者支援
課

P40
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Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援
①時代の流れとともに変化する年金制度について、関心と理解が深まるよう
啓発を行うとともに、相談業務の充実に努めます。

年金制度について、関心と理解が深まるよう啓発を行うとともに、相談業務の充実に
努めます。

年金制度について、広報などを通じて関心と理解が深まるよう啓発を行うとともに、相
談業務の充実に努めました。

市民課 P40

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援
②高齢者などの様々な不安や悩みの解消を図るため、保健・医療・福祉など
の関係各課との連携を強化し、相談窓口の充実に努めます。

高齢者の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉などの関係各課と連携し、随時
相談に応じます。

地域包括支援センターでは、介護予防マネジメント等を実施し、実人数340人延べ
3,003件のケアプラン作成や6,002件の相談等を行いました。

高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援
③高齢者などを狙った悪徳商法が巧妙かつ悪質化しており、その被害防止
のため、深川地域消費者センター機能や啓発活動の充実に努めます。

高齢者などを狙った悪徳商法が巧妙かつ悪質化しており、その被害防止のため、深
川地域消費者センター機能や啓発活動の充実に努めます。

消費者行政推進事業による消費者センター機能強化及び相談員の研修への参加、
消費者被害防止ネットワークを通じた他団体等との情報連携を行うほか、啓発用
ウェットティッシュを作成し配布しました。

商工労政課 P41

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援 ④高齢者などが安心して暮らせるよう、医療サービスの充実に努めます。
北海道後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、市において各種申請受付及び
相談を実施します。

北海道後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医療制度の実施主体となり、75歳以
上（65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方）の高齢者の資格確認、各種給付
及び高額医療費に関する事業を実施し、高齢者の医療費支給申請・生活支援サービ
スの向上に努めました。

市民課 P41

Ⅲ-２-（２） 57 安定した老後生活の支援

⑤高齢者などにとって安心な住環境づくりのため、バリアフリー（障壁のない）
設計の住宅建設の奨励とバリアフリーリフォーム（障壁のない改築）促進のた
めの情報提供、支援体制の充実に努めます。また、公営住宅についても、高
齢世帯などに配慮した建設に努めます。

○民間住宅バリアフリー化
　住宅助成制度により住宅バリアフリー化促進。

○民間住宅バリアフリー化
　住宅助成制度により住宅のバリアフリー化を促進した。

建築住宅課 P41

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育成し、市民主体の福祉活動を支援してい
きます。

高齢者の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉などの関係各課と連携し、随時
相談に応じます。

○地域見守りネットワークづくり事業
災害時要援護者避難支援プラン
　新規作成　12件、更新　58件
　事業者との見守り協定　42カ所

高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育成し、市民主体の福祉活動を支援してい
きます。

高齢者の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉などの関係各課と連携し、随時
相談に応じます。

○市民後見人・権利擁護ネットワークづくり事業
　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修延26人

高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育成し、市民主体の福祉活動を支援してい
きます。

高齢者の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉などの関係各課と連携し、随時
相談に応じます。

○認知症サポーター養成事業
　養成講座開催数回6回
　受講者172人　　新規登録人数171人

高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
①地域支え合い活動の担い手を育成し、市民主体の福祉活動を支援してい
きます。

高齢者の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉などの関係各課と連携し、随時
相談に応じます。

○生活介護支援サポーター養成ネットワークづくり事業　修了者50人
高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（２） 58 地域福祉活動などの促進
②高齢者などが生きがいを持って、自立した生活が送られるよう、老人クラブ
連合会・単位老人クラブの活動を支援し、生きがいづくり事業の充実に努め
ます。

シルバークラブなど地域の自主的な活動を支援し、生きがいづくり事業の充実に努め
ます。

深川市シルバークラブ連合会への助成を実施しました。
高齢者支援
課

P41

Ⅲ-２-（３） 59 相談機能の充実
①母子自立支援員や家庭児童相談員を配置し、子育てや生活相談をはじ
め、就業情報などの提供に努めます。

母子自立支援員を設置し、子育てや生活相談をはじめ、就業情報などの提供に努め
ます。また、新規に母子自立支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ策定事業により、母子家庭の自立支援を図
ります。

ひとり親家庭の自立を支援するため母子自立支援員を配置し、相談支援を実施。
・生活一般　15件　・児童　3件
・経済的支援・生活援護　25件
・その他　0件　　　計　43件

健康・子ども
課

P41

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
①生活の安定と自立を促進するため、児童扶養手当の支給や母子・寡婦福
祉資金の貸付などの制度の利用促進に努めます。

生活の安定と自立を促進するため、児童扶養手当等の支給や母子・寡婦福祉資金
の貸付などの制度の利用促進に努めます。

父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育する母子・父子家庭に対し児童扶
養手当を支給し生活の安定と自立の促進を図りました。 また、就学資金他母子・父
子・寡婦資金貸付制度の利用促進を図りました。
・児童扶養手当に関する相談　15件
・母子・父子・寡婦資金貸付相談　8件

健康・子ども
課

P41

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
②ひとり親家庭において、自立のための資格取得や疾病など日常生活に一
時的な支障が生じた場合に支援する日常生活支援事業の充実に努めます。

 ひとり親家庭において、自立のための資格取得や疾病など日常生活に一時的な支
障が生じた場合に支援する日常生活支援事業の利用促進に努めます。

ひとり親家庭において、自立のための資格取得や疾病など日常生活に一時的な支
障が生じた場合に支援する日常生活支援事業の利用促進に努めました。

健康・子ども
課

P41

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
③就業に必要な知識や技能を修得し、ひとり親家庭の母親などの主体的な
能力開発や働く場における常用雇用の促進など、母子家庭の自立の促進に
努めます 。

ひとり親家庭の母親などの主体的な能力開発や働く場における常用雇用のため、就
業に必要な知識や技能を修得する高等技能訓練促進事業の利用促進に努めます。

ひとり親家庭の母親などの主体的な能力開発や働く場における常用雇用のため、就
業に必要な知識や技能を修得する高等技能訓練促進事業の利用促進に努めまし
た。

健康・子ども
課

P41
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Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
④ひとり親家庭の児童が養育費を取得できるよう、養育費についての取り決
めの促進に努めます。

ひとり親家庭の児童が養育費を取得できるよう、養育費についての取り決めの促進
に努めます。

母子・父子自立支援による相談の中で、民法や母子及び父子並びに寡婦福祉法で
規定されている養育費の支払の義務について周知し、調停調書若しくは公正証書に
よる取り決めを推奨。 また、厚生労働省作成のリーフレットを備え付け相談業務に活
用。

健康・子ども
課

P42

Ⅲ-２-（３） 60 生活の安定と自立支援
⑤ひとり親家庭の児童とその保護者の保健の向上と福祉の増進を図るた
め、医療費支給事業の利用促進に努めます。

医療費支給に関する資格確認、給付事業を実施し、制度内容を掲載する健康づくり
カレンダーを作成します。

ひとり親家庭等の父または母及び20歳未満の児童を対象に、医療費支給に関する
資格確認、給付事業を実施し、保健の向上と福祉の増進に努めました。

市民課 P42

P.13/13


